
介 護 保 険 施 設 の 居 住 費 ･食 費 の 負 担 簸 (シ ョー トス テ イ を 含 む)

世帯全 月 が市 町村 民税 非 課税 の方 (市 町村 民税 世帯 非課 税者 )や生活保 護 を受 けてお られ る方 の場

合 は､施 設利用 ･シ ョー トス テ イの居住 費 (滞 在費 )･食費 の負担 が軽 減 され ます｡
【単位:万円】(月額概数)

が課戟市税 老齢福祉年金受給者帯民全非昌世町村 利用者負担第2段階以外の方 利用者負担 10, ①

@40.

20.50.40.25.

者 円未満の方など)(課税年金収入が80万円起266万 第3段階 

う場合に基準となる平均的な費用額は次のとか )ですC

上 記 以 外 の 方 利用者負担段階 所得の低い方に補足的な給付を行第4 施設との契約により設定されますQなお､

叢①は特別暮護老人ホーム､短期入所生活介護の埋合｡②は老人保健施設､介護療暮型医療施設､短期入所青菜介護の場合｡

黙経過措tがか )fす｡評しくは､ ページをご妄ください｡9

実際の負担額は､日額で設定されます(ショートステイも同じ)｡

利用者のご負担は居住費･食費のはか､介護保険サービスの1割負担があります.その他､施設によっては､日常生活井､特別な室料 
(特別な食費)がかかる場合があります｡

｢居住費 (滞在費)｣の範囲は､居住環境に応じた設定が基本

多床室 (相部屋) 光熱水費相当

｢居住費｣ 従来型個室 室料 ゝ光熱水費相当

の範囲 ユニット型準個室 室料 …光熱水費相当

ユニット型個室 室料 …光熱水費相当 

( )内は月額概数
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負担限度額 基準乗用額
第 1段階 第 2段階 第 3段階


多床室 (相部屋)
 0円/日(円) 円/日( 万円) 円/日( 万円) 円/日( 万円)

①特筆等 

②老優 .療葦等 

従来型 円/日(.万円) 円/日( 万円) 円/日( 万円) 円/日( 万円)

個室 円/日( 万円) 円/日( 万円) 円/日( 万円) 円/日( 万円)

ユニット型準個室 円/日( 万円) 円/日( 万円) 円/日( 万円) 円/日( 万円)

※①は特別養護老人ホーム､短期入所生活介護の場合｡②は老人保健施設､介護療養型医療施設､短期入所療養介護の場合｡

※なお､施設には平均的な居住費用(-基準費用較)と上表の負担限度鞍の差鞍が､補足給付として､介護保険から給付されますo

｣+食費の範囲は､｢食食材材料料費費 ｢調理費｣相当

額食 費 の うち ､ 利利 用用 者者 負負 担担 とな る の は ､ ｢食 材 料 費 ｣+｢調 理 費 ｣で ､ ｢栄 養 管 理 費 用 ｣は介

護 保 険 か ら給 付 され ます ｡

( )内は月額概数

基準費用額


